
No.
私が思う『こども・若者が幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会を創るため
の具体的な取り組み』（取り組むべき市(行政)の施策、地域・市民ができる(すべき)こと）

こども計画（案）への位置づけ

1
〇こども・若者にボランティアに参加してもらう
〇教育・家庭で社会奉仕の意義・必要性を教える

〇35ページに記載。具体的施策No.27「小学生、中学生、高校生自身によるボランティア活動の推進と地域な
どで展開される市民活動への参加を促進します。」

2

〇結婚の支援に取り組む（東京都婚活アプリのような）
〇酒田に移住したい人、酒田で結婚したい人の気持ちを後押しする。
〇若い人の結婚・ビジネス・子育てをしたい思いを夢ではなく現実に変えていく。

〇40ページに記載。具体的施策No.89「結婚サポートセンター等が婚活イベントを主催し、出会いの場を創出
します。」
〇41ページに記載。具体的施策No.97「移住に関する情報発信や移住体験の機会の提供を行います。」など
〇40ページに記載。具体的施策No.92「講座の開催等によりアントレプレナーシップ（起業家精神）を備えた人
材育成を推進します。」
〇48ページに記載。具体的施策No.180「市民向けの仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）や家事・育
児参画に関する学習機会を充実します。」

3

〇こどもの居場所づくり、コミュニティーづくりに取り組む
〇親御さんたちの自由時間を作る
〇酒田の経済を上げる変革
〇酒田のいろんなところに地域食堂を作る

〇52ページに記載。具体的施策No.233「子育てに関する活動を行うＮＰＯ法人、ボランティア団体への支援と
協力を行います。」など
〇47-48ページに記載。施策の方向性４基本施策２「（前略）関係団体や事業所等との連携仕事と子育てが両
立できる社会の実現を目指していきます。」
〇40ページに記載。具体的施策No.85「地元企業育成や企業誘致による就業機会拡大を進めます。」
〇52ページに記載。具体的施策No.230「こども食堂（地域食堂）の取り組みを支援します。」

4

〇子育て関連団体が連携する・情報を共有する機会を設ける（受け皿の拡大・規模の充実）
〇特に高校生に取り組みがあることを知ってもらう
〇人材バンク→地域食堂（ある程度有償にして）
〇スポーツ体験の機会

〇49ページに記載。施策の方向性５基本施策１「（前略）子育て支援に関わる支援者の研修を充実し、関係機関
が連携しながら切れ目のない支援を行います。（後略）」
〇69ページに記載。推進のための役割（市）「（前略）取り組みの推進にあたっては、効果的な情報発信に努め
る。」
〇52ページに記載。具体的施策No.234「地域での教育力向上に関わる各種事業への支援、地域人材を生か
した事業などの充実を図ります。」
〇35ページに記載。具体的施策No.35「親子が一緒に楽しめる親子スポーツ教室を充実します。」など

5
〇お互いに理解し合おうとする風土を育む
（時短勤務、こどもの体調不良、不妊治療、こども商店街、子育て支援、酒田市を盛り上げたい）

〇69ページに記載。推進のための役割（地域）「地域に暮らすこどもが健やかに成長するよう、思いやりの心を
もって見守るとともに、子育て支援の活動に参画する。」

6
〇子育てに寄り添うこと(大人が病気のときと一緒)
〇地域の中で色々と取り組んでいる人がいることを知る(アンテナを張っておく)

〇69ページに記載。推進のための役割（地域）「地域に暮らすこどもが健やかに成長するよう、思いやりの心を
もって見守るとともに、子育て支援の活動に参画する。」

7

〇地域の人、学生がボランティアをするときに行政のサポートを充実（金銭面、場所など）
〇こどもが学びたい、やりたいということを専門的な人が支える制度
〇地域の人、親、こどもが互いに良い影響がある居場所（こども食堂、ワークショップ）づくりとその情報発
信の工夫

〇52ページに記載。具体的施策No.233「子育てに関する活動を行うＮＰＯ法人、ボランティア団体への支援と
協力を行います。」
〇33ページに記載。具体的施策No.9「専門的知識や経験を有する企業や民間団体などの多様な教育資源の
活用を図ります。」
〇52ページに記載。具体的施策No.230「こども食堂（地域食堂）の取り組みを支援します。」
〇69ページに記載。推進のための役割（市）「（前略）取り組みの推進にあたっては、効果的な情報発信に努め
る。」

8
〇こども達が主役。発案、企画、実行まで大人の助言（協力）なしで計画を進める事業(大人はサポートに徹す
る)

〇34ページに記載。具体的施策No.12「小中一貫教育で「根の力」を合言葉に児童生徒の主体的企画運営に
よる多様な活動を推進することで、非認知能力を育成します。」

9

〇行政(国県等)からお金を引き出す→活動・協力(団体・個人)→市民のウェルビーイングに
〇行政の一人ひとりがこどもの未来に対して、サラリーマンとしてでなく覚悟を持ってあたる(何をしたいかで
なく、何をしたか)
〇小中学校の授業改善。「戦前の教育」から「令和の教育」へ(ICT教育の推進、こどもが主役の授業)

〇52ページに記載。具体的施策No.233「子育てに関する活動を行うＮＰＯ法人、ボランティア団体への支援と
協力を行います。」
〇69ページに記載。推進のための役割（市）「子育て支援の総合的な調整機関として、こども計画を策定し、市
が実施する施策に加え市民や事業者が行う活動を支援し、連携しながら地域社会全体で取り組みを推進する。
（後略）」
〇33ページに記載。具体的施策No.7「ＩＣＴを活用した教育の充実のため計画的な情報機器の整備と指導者
の育成を行います。」など

こども未来ワークショップ参加者意見の計画（案）への位置づけ
資料３


